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平成１９年７月３０日判決言渡

平成１８年(行ケ)第１００１８号 特許取消決定取消請求事件

口頭弁論終結日 平成１９年６月１８日

判 決

原 告 タイヨーエレック株式会社

訴 訟 代 理 人 弁 理 士 伊 藤 洋 二

同 三 浦 高 広

同 水 野 史 博

被 告 特 許 庁 長 官

肥 塚 雅 博

指 定 代 理 人 川 島 陵 司

同 藤 田 年 彦

同 山 本 章 裕

同 二 宮 千 久

同 大 場 義 則

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が異議２００３－７３３５８号事件について平成１７年１２月５日

にした決定を取り消す。

第２ 争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，平成１１年１１月５日，発明の名称を「弾球遊技機」とする発明

につき特許出願（優先権主張 平成１０年１１月９日，平成１１年７月２７
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日。以下「本件出願」という。）をし，平成１５年８月１５日，特許第３４

６１３１０号として特許権の設定登録（設定登録時の請求項の数４。以下，

この特許を「本件特許」という。）を受けた。

本件特許について特許異議の申立てがされたため，特許庁は，これを異議

２００３－７３３５８号事件として審理し，その係属中の平成１７年８月２

日，原告は，特許請求の範囲の減縮等を目的として本件特許に係る明細書に

ついて訂正（以下「本件訂正」という。）を求める訂正請求をした。

特許庁は，審理の結果，平成１７年１２月５日，本件訂正を認めた上

で，「特許第３４６１３１０号の請求項に係る特許を取り消す。」との決

定（以下「決定」という。）をし，その謄本は，同月２１日，原告に送達さ

れた。

２ 特許請求の範囲

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし４の記載は，次のとおりで

ある（以下，各請求項に係る発明を「本件発明１」などという。なお，下線

は訂正箇所である。）。

「【請求項１】 入賞球を検知する入賞球検知部と，

入賞球検知信号に基づいて払い出すべき賞球個数の情報である賞球個数情

報を生成する賞球個数情報生成手段と，

その生成された賞球個数情報に基づいて賞球払出機構に所定数の賞球の払

い出しを行わせる賞球払出制御手段と，

前記賞球払出制御手段による賞球の払い出しを検知する払出賞球検知機構

と，

前記賞球個数情報生成手段が生成する賞球個数情報と，前記払出賞球検知

機構による払出賞球の検知情報とに基づいて，前記賞球払出機構による賞球

の払い出しを管理する賞球払出管理手段とを備え，

各入賞口に対応して，各々特定の個数の賞球数が固有賞球数として定めら
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れており，

前記賞球払出制御手段は，

前記入賞球検知信号に基づく賞球個数情報の入力順に，その賞球個数情報

に対応する賞球数設定用信号を出力する賞球個数指令出力手段と，

前記賞球数設定用信号の入力順に，その賞球数設定用信号に対応する固有

賞球数データを記憶格納する固有賞球数データ記憶手段とを備え，

その固有賞球数データ記憶手段に記憶格納されている固有賞球数データを

先に格納されているものから順に読み出し，その読み出し順に，対応する固

数の賞球の払い出しを前記賞球払出機構に行わせるものであり，

前記賞球数設定用信号に対応する前記固有賞球数データは，各々一定個数

のデータビットを含むと共に，そのデータビットの組み合わせが，払い出す

べき賞球数に一対一に対応する形で定められたビット組の形で記憶され，

電源遮断により電源電圧が低下する異常が発生したか否かを検出する異常

検出手段と，

該異常検出手段による検出結果を受けて異常確定情報を生成する異常確定

情報生成手段と，

前記異常確定情報を記憶する異常確定情報記憶手段と，

少なくとも前記賞球個数情報を遊技情報として記憶する遊技情報記憶手段

と，

前記電源遮断により電源電圧が低下する異常検出時に，前記遊技情報記憶

手段に記憶されている遊技情報の喪失阻止処理を行うバックアップ実行制御

部とを備え，

前記異常確定情報を前記異常確定情報記憶手段に書き込む処理ルーチン

は，前記バックアップ実行制御部のＣＰＵが該ＣＰＵに接続された別体の入

出力回路に予め定められたタイミングにて自発的にアクセスし，そのアクセ

ス時において入出力回路への異常検出の入力を確認した場合に実行され，か
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つ無限ループの設定により，バックアップ処理終了後にメインジョブのルー

チンに復帰しないサブルーチンであることとを特徴とする弾球遊技機。

【請求項２】 固有賞球数データ記憶手段には，直列的に形成されたビット

記憶セルの列に対し，その一方の側から前記ビット組が入力順に格納され，

その格納されているビット列の他方の側から前記予め定められた個数のデー

タビットを取り出したときに，これが払い出すべき固有賞球数を表すビット

組となっていることを特徴とする請求項１記載の弾球遊技機。

【請求項３】 前記ビット組を１バイト未満とすることを特徴とする請求項

１又は２に記載の弾球遊技機。

【請求項４】 前記ビット組に含まれるビット数は，２ビットとすることを

特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の弾球遊技機。」

３ 決定の内容

決定の内容は，別紙決定書写しのとおりである。要するに，本件発明１な

いし４は，「刊行物３」（特開平６－７１０２８号公報），「刊行物５」（

特開平８－２０２６３３号公報）に記載された発明，及び「刊行物４」（特

開平１０－２３４９９０号公報），「周知刊行物」（特開平５－３５６１４

号公報）に記載されるような周知事項に基づいて当業者が容易に発明をする

ことができたというものである。

第３ 原告の主張の要点

原告は，平成１８年４月１４日，本件特許に係る明細書について訂正を求

める訂正審判請求をした。特許庁は，これを訂正２００６－３９０５５号事

件として審理し，平成１８年９月２０日，「本件審判の請求は，成り立たな

い。」との審決をした。そこで，原告は，平成１８年１０月２４日，上記審

決の取消しを求める審決取消訴訟（当庁平成１８年（行ケ）第１０４８３

号）を提起した。上記訂正審判請求について，これを認容する審決が確定し

た場合には，特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正され，決定は，本件発明
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１ないし４の要旨認定を誤ったものとして取り消されるべきことになる。な

お，決定の固有の取消事由を主張しない。

第４ 当裁判所の判断

１ 原告の主張は，前記第３のとおりであり，決定について固有の取消事由を

主張するものではない。

なお，当裁判所は，平成１８年（行ケ）第１０４８３号事件についても，

本件と同一期日に判決を言い渡すものであるが，同判決の結論は，前記第３

記載の訂正審判請求は成り立たないとした審決には取り消すべき理由はな

く，請求を棄却するというものである。

２ 以上によれば，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主

文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 嶋 末 和 秀


